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研究倫理規程 

 

（研究倫理綱領） 

第１条 本会の会員は、自らの行う調査、研究、研究成果の公表等において、基本的人権を尊重すると

ともに、学術的信頼性を担保しうる客観性をもった活動を行わなければならない。また、会員は、こ

の研究倫理綱領を遵守し、学会に寄せられる社会的負託に応えるとともに、学術研究のさらなる発展

に資するよう努めなければならない。 

（会員の行動規範） 

第２条 会員は、自らの研究活動を通じて知り得た個人情報やデータについて十分な配慮をするととも

に、適切に管理しなければならない。 

２ 会員は、自らの行う研究活動において、客観性を確保することはもとより、研究成果の社会的な意

義及び学術的な価値についても十分に配慮しなければならない。 

３ 会員は、学術研究の成果及び知的財産権を尊重しなければならない。 

４ 会員は、自らの負う社会的責任を自覚し、専門家としての研鑽に励むとともに、その研究成果を広

く社会に還元するよう努めなければならない。 

５ 会員は、捏造、改ざん、盗用、自己盗用等の不正な行為をしてはならない。ここに捏造とは、存在

しないデータ、研究結果等を作成すること、改ざんとは、研究資料・機器・過程を変更する操作を行

い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること、盗用とは、他の研

究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適切

な表示なく流用すること、自己盗用とは、過去に公表された著者自身の研究内容を適切な引用をせず

に使用したり、同一内容の研究成果を複数の学術誌に投稿したりすること（二重投稿）をいう。 

（研究倫理委員会の設置） 

第３条 会長は、会員から申立のあった研究倫理に関する事項について、副会長及び事務局長に諮った

上で、研究倫理委員会（以下「委員会」という。）を設置することができる。 

（研究倫理委員会の役割） 

第４条 委員会は、会長の諮問を受けて、研究倫理綱領及び行動規範に関する事項、研究倫理に係る会

員の地位の得喪に関する事項、その他研究倫理に関する課題について調査・検討し、その結果を会長

に答申するものとする。 

（研究倫理委員会の構成） 

第５条 委員会は、諮問事案について特別な利害を有しない理事の中から会長が指名した委員により構

成する。 

２ 委員会の委員長は、委員の互選による。 

３ 委員の職責は、当該諮問事案についての答申をもって終了する。 

４ 委員は、その職責上知り得た情報について、正当な理由なくして口外してならない。 

（答申の扱い） 

第６条 会長は、委員会の答申について常任理事会に諮らなければならない。 

（運営細則） 
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第７条 委員会の運営細則は、必要に応じて別に定める。 

 

  （附則） 

この規程は、2020 年９月 27 日から施行する。 

（附則） 

この規程は、2023 年９月 24 日から施行する。 

 

 

 


